


対応の方
訪問看護が必要と医師が判断すればOK
現在通院している方でも利用できます

皆様のかかりつけ医師と連携して自宅に訪問看護師がお伺い致します

末期の悪性腫瘍、パーキンソン病関連疾患、筋萎縮性側索硬化症、頚椎損傷、
人口呼吸器を使用している方は訪問看護の回数制限はありません

訪問看護致します! !訪問看護致します! !

厚生労働大臣が定める「指定難病」の場合は、
訪問看護の回数制限はありません！　

特別訪問看護指示書があれば、介護保険対応の方も
医療保険での訪問看護になり、
週4日以上の訪問看護が利用できます！

精神疾患の場合でも訪問看護が利用できます

特別訪問看護指示書は、点滴が必要な方・退院直後・急性憎悪・終末期など、
頻回に訪問看護が必要と主治医が判断した場合、月に1回交付されます

特別訪問看護指示書は、気管カニューレと真皮を超える褥瘡の場合、
1ヶ月に2回交付され、28日間訪問看護ができます

精神疾患を有する方に対する訪問看護は、専門的経験が必要ですが、
当ステーションでは、精神科訪問看護も可能です！

最大14日間、週4日以上の訪問看護ができます

北九州市八幡西区馬場山緑 9-10
〒807-1133

訪問看護ステーション

訪問看護ステーション こがねむし

093-618-1515

介護保険介護保険

医療保険医療保険 対応の場合
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